
2 6 高 新 エ 第 2 8 7 号 

平 成 26 年 12 月 ９日  

 原発をなくし、自然エネルギーを推進する 

高知県民連絡会 様 

高知県知事 尾﨑 正直      

公開質問状に対する回答について 

 平成 26 年８月 20 日付けのご質問について、別紙のとおり回答します。 
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【質問】 

１．福井地裁判決をどのように受け止めるか。 

① 原発稼働は人格権よりも劣位とした判決をどのように受け止めるか。 

【回答】 

今回の判決で、生存を基礎とする人格権は「すべての法分野において、

最高の価値をもつ」とした点については、異論を挟む余地はないものと考

えています。 

また、原発は、電気を生み出すための一手段であり、憲法上、人格権よ

り劣位に置かれることから、「人格権」に基づいて、差し止めを請求できる

とした点については、近年の他の原発関連訴訟における、「人格権が侵害さ

れる具体的危険がある場合に原発の差止請求ができる」とした司法の判断

を踏襲したものであると認識しています。 

ただ、これまでの原発訴訟判決と大きく異なる点は、福島原発事故の後

に言い渡された初めての判決であるという点です。 

判決では、福島原発事故により具体的危険が明らかになったとし、これ

までの大飯原発の安全対策の欠陥等を列挙し、人格権の具体的侵害の有無

を判断し、新規制基準に対しても必要な措置が盛り込まれていないと指摘

しています。 

今後、上級審で審理されることとなりますが、今回の判決は、原発の安

全対策に対して、大いに警鐘を鳴らした内容であり、県といたしましても、

あらためて安全性が確保されない限り、原発の再稼動はありえないとの思

いを強くしています。 

一方で、新規制基準においては、福島原発事故の教訓を踏まえ、有効な

複数の対策を用意する「深層防護」の考え方を基本とし、地震や津波への

対策が強化され、炉心損傷などの重大事故への対策も規制の対象とされま

した。

さらに、新しい基準を既存施設にさかのぼって適用する「バックフィッ

ト制度」も原子炉等規制法に位置づけられるなど、国及び電力会社におい
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ては、常により高いレベルの安全対策を追求していくこととされています。 

そのため、国においては、厳格な上にも厳格な審査を行い、安全性が確

保できない原発は再稼動させないとの姿勢を堅持すべきであり、国として

再稼働を判断した場合には、その判断に至った理由等について、地元自治

体や住民はもとより、国民に対して理解と協力を得るため、丁寧な説明を

行う必要があると考えています。 

また、電力会社においても、なお一層の安全確保に向けた最大限の努力

をしていただく必要があると考えています。 
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【質問】 

１．福井地裁判決をどのように受け止めるか。 

② 判決では、250 キロ圏内を危険地域と判断したが、どう受け止めるか。 

【回答】 

判決では、福島原発事故により、15 万人もの住民が避難生活を余儀なく

され、避難の過程で少なくとも 60 名が命を失っていることや、事故当時、

原子力委員会委員長が、原発から 250 キロメートル圏内の住民の避難勧告

を検討したことに加え、チェルノブイリ事故の避難区域も同様の規模に及

んでいたこと等を踏まえ、250 キロメートル圏内に居住する原告からの差

止請求を認めたものと承知しています。 

判決でも指摘されておりますが、福島原発事故の影響は、深刻かつ広範

囲に及んでおり、いまだ多くの住民が避難生活を余儀なくされている現実

を重く受け止める必要があると考えます。 

本県においても、ひとたび伊方原発で事故が起これば、その影響を直接

的、間接的に受ける恐れがあり、原発については、想定外をも想定した最

大限の安全対策が必要であるとの思いを強くしています。 

そのため、伊方原発の安全確保については、国の原子力規制委員会にお

いて、様々な角度からの検証がなされているところであり、厳格な審査が

進められているものと認識していますが、本県においても、四国電力との

勉強会等を通じてしっかりと確認していく必要があると考えています。 
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【質問】 

２．当会は、電力不足論・電気料高騰論・代替エネルギー論については、す

でに反論を提出し、原発再稼働の必要性を否定する論拠を示しているが、

にもかかわらず再稼働の必要性があると判断するのか。 

【回答】 

電力供給における原発への依存度は、徐々に徐々に引き下げていくべき

であり、脱原発の方向に向かっていくことに異存はありません。  

一方で、電気は、人々の生活や産業活動に欠かせないものであり、安定

的な電力供給が損なわれると、時には生命をも左右しかねないという側面

を持っており、安定的にかつ利用可能な料金で供給していくことが大変重

要です。 

この点から、貴会から示された反論に対しては、次のような課題があり、

原発に依存しない社会の実現には、一定の時間が必要と考えます。 

(1)電力不足論に対する貴会の反論（原発がなくなっても電力不足にはなら 

ないとの主張）について 

【貴会からの申し入れの内容】 

・四国電力の設備容量は、平成 23 年時点で 845 万ｋＷ、原子力発電所を

除いても 732 万ｋＷある。 

・最大電力（平成 20 年夏 599 万ｋＷ）に対して、原発が稼働していない

現状でも充分対応が可能。 

【本県の考え方】

・貴会が示されているとおり、平成 23 年時点の四国電力の発電施設（他

社から購入する電力等を含む。）をフル稼働させた場合の最大の発電量

は「845 万ｋＷ」ですが、原発を除いた火力、水力、風力発電施設等で

の発電量は「732 万ｋＷ」ではなく「643 万ｋＷ」となります。 

・さらに、この「643 万ｋＷ」には、老朽化により現在も運転を停止して

いる阿南１号機（12.5 万ｋＷ）や、老朽化により一旦停止したものの原

発の長期停止を受けて平成 23 年 12 月から運転を再開している阿南２号

機（22 万ｋＷ）が含まれており、それらを除くと 608.5 万ｋＷとなりま

す。 
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・この場合、仮に全ての発電施設がフル稼働したとしても、貴会が示す「最

大電力需要 599 万ｋＷ（平成 20 年夏季最大電力量）」に対して、1.6％

の余裕（供給予備率）しかなく、国において最低限必要とされている３％

の余裕を確保することができません。 

・実際には、法令で定められた発電所の定期検査や、設備の不具合などに

より運転を停止することなどもありますし、太陽光や水力発電等の再生

可能エネルギーは天候等により出力が変動するという課題もあり、各発

電施設が常にフル稼働することはありません。 

・そのため、全ての発電施設が 100％の状態で稼働することを前提とした

最大の発電量をもって十分な発電量が確保できていると主張すること

はできないのではないかと考えます。 

(2)電気料高騰論に対する貴会の反論（原発がなくなっても電気料は高騰せ 

ず、むしろ引き下げられるとの主張）について 

【貴会からの申し入れの内容】 

①電気料金について 

・昨年度の四国電力の電気料金値上げ申請には、伊方３号機の再稼動を

前提としている。 

・原価には、少なく見積もっても原発費用が 898 億円含まれており、値

上げ申請時に不足額としていた 625 億円を上回っており、原発廃炉を

決定すれば、むしろ電気料金を下げられる。 

②原発の発電コストについて 

・コスト検証委では、原発の発電コストは 8.9 円/ｋＷｈと他の電源と比

較して安価となっているが、これは、原発の稼働率を高く設定する一

方、事故処理費用や廃炉、バックエンド費用を安く見積もるなど不適

切な分析結果によるものであり、事故処理・賠償費用を 279 兆円とす

れば、35 円/ｋＷｈとなる。 

・立命館大学の大島堅一教授の試算に基づく原発の発電コストは、原発

単体で 10.6 円。これに、賠償費用を 279 兆円として加えれば 38.5 円

となり、揚水発電を含めれば 40.13 円となる。 
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【本県の考え方】 

①電気料金について 

・仮に廃炉を決定したとしても、現に原発施設を保有している以上、電

力会社は、施設を安全に管理するための経費等が必要であり、原発関

連費用がゼロになる訳ではありません。 

・平成 25 年 10 月の電気事業会計規則等の改正により、廃炉決定後にお

いても、これまでの投資や廃炉に伴う施設の解体費用の一部を電気料

金で回収できるようになりました。 

・これにより、電力会社が、廃炉を判断しやすい条件が一定整いました

が、廃炉を決定しても電気料金を算定する際、原価に算入される減価

償却費等の原発コストが存在するため、必ずしも電気料金が低下する

とは限らない状況となっています。 

・また、電気料金原価に算入できない費用については、廃炉を決定した

時点で特別損失として一括計上することになり、東日本大震災以降、

収益が低下している電力会社の財務状況をさらに悪化させ、万一経営

不振に陥った場合には、安定的な電力供給に支障がでる恐れがありま

す。 

②原発の発電コストについて 

・平成 23 年 12 月に公表された「コスト等検証委員会報告書」では、電

源別の発電コストの試算方法として、「モデルプラント方式」と「有

価証券報告書方式」の二つの方式があるとされています。 

・「モデルプラント方式」は、電源ごとにモデルプラントを想定し、施

設の運転期間中に発生する費用の総額を、その間に発電される総発電

量で除して求めるものです。 

・「有価証券報告書方式」は、企業が毎年発行している有価証券報告書

に記載されている財務状況等のデータを基に発電コストを積算し、そ

の総額を総発電量で除して求めるものです。 
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・コスト等検証委員会の原発コスト「8.9 円/ｋＷｈ以上」は、モデルプ

ラント方式によるもので、発電施設の建設費や燃料費、運転経費に加

えて、事故損害額の下限値を 5.8 兆円と見積もり試算されており、損

害額が１兆円増えるごとに発電コストは 0.1 円アップするとしていま

す。 

・ただし、この損害想定額については、福島原発の事故収束も終わって

いない段階で得られる情報には限界があるため下限値として 5.8 兆円

が用いられたものであり、最新の情報が得られ次第、数値を見直すこ

とが必要とされています。 

・一方、大島教授による発電コスト「10.6 円」は、有価証券報告書方式

によるものです。 

・また、貴会が示されている事故処理・賠償費用「279 兆円」は、大飯

原発をモデルに最悪のケースを想定したもので、国の原子力発電・核

燃料サイクル技術等検討小委員会（第２回）において、委員の一人か

ら提出された参考資料に示された数値であると承知しています。 

・このように、原発の発電コストについては、試算の前提となる原発事

故の想定損害額などについての考え方や試算方法の違いにより、異な

る試算結果となることから、今後、国民的議論のもとに徹底した検証

が求められるものと認識しています。

(3)代替エネルギー論に対する貴会の反論（原発の代替となるエネルギーは 

十分あるとの主張）について 

【貴会からの申し入れの内容】 

①再生可能エネルギーについて 

再生可能エネルギーのポテンシャルは、3,300 億ｋＷ/年あり、原子力

の 2,611 億ｋＷ/年を充分代替することができる。（他国は自然エネルギ

ーの目標を設定し、特にドイツは原発の依存度を大幅に縮小する目標と

している。） 
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②ガスコンバインド発電について 

・原発より高効率で初期投資額も少額 

・燃料費（天然ガス）については、原油の輸入価格にリンクするためア

メリカでの原油価格を大幅に上回るものとなっているが、アメリカに

おいてはシェールガスの採出等により下落傾向にあり、日本において

も交渉次第では低コストで輸入することが可能 

・以上のことから、原発の代替エネルギーとして有望 

【本県の考え方】 

①再生可能エネルギーについて 

・平成 24 年７月に固定価格買取制度が導入されて以降、全国的に太陽光発

電の普及が急速に進んでいますが、再生可能エネルギーの発電量は、天

候等で変動し、出力の制御が難しいという課題があります。 

・電力会社では、電力の需要と供給のバランスを常に保つために、出力を

制御できる火力発電等により発電量を調整していますが、四国電力を含

む複数の電力会社で、この調整能力が限界に達する恐れがあることを理

由に、再生可能エネルギーの買い取りを一時中断する事態となり、大き

な問題となっています。 

・こうした課題を克服するためには、蓄電技術等の高度化や、ＩＴ技術

などを駆使して再生可能エネルギーを安定して供給するスマートグリ

ッドなどの技術開発とともに、これらの技術を総合的に活用し、地域

で作り出したエネルギーを地域の中で無駄なく賢く使っていくスマー

トコミュニティの実現など、社会システムの改革が必要であり、それ

には一定時間を要するものと考えています。 

・加えて、再生可能エネルギーの大量導入のためには、送電網の整備に

係るコストも必要となり、その費用負担などの課題もあることから、

現時点では当分の間、再生可能エネルギーの導入のみでは安定的な電

力供給を確保できない状況だと認識しています。 

・このため、県といたしましても、国の責任において、送電線などのイ

ンフラ整備はもとより、再生可能エネルギーの導入拡大に向けた政策

を着実に進めるように、引き続き国に対して政策提言を行ってまいり

ます。 



9 

②コンバインドサイクルについて 

・ＬＮＧ（液化天然ガス）を燃料に使い、ガスタービンを回した熱で水

を蒸気に変え、さらに蒸気タービンを回転させるという二重の発電方

法を組み合わせた「コンバインドサイクル発電」については、高効率

で初期投資も少額なことから、有望な代替エネルギーの一つであると

承知しています。 

・一方で、貴会も認識されているように、我が国におけるＬＮＧの取引

きは原油価格と連動する形で輸入価格が決定される長期契約によるも

のが大半です。そのため、ＬＮＧの輸入価格はリーマンショック後に

やや低下したものの、その後再び上昇に転じています。 

・このように、燃料調達コストが世界情勢に左右されるなど、エネルギ

ーの安全保障の観点から課題も残ることから、国においては、ＬＮＧ

を含め電源ごとのメリットやデメリットを総合的に判断し、早急にエ

ネルギーのベストミックスを示すべきと考えます。 

・今後の電力会社の設備投資については、国のエネルギー政策を踏まえ

たうえで、経営面、環境面、需給状況、燃料の多様化などについて総

合的に検討したうえで、経営者として判断することが基本と考えます。  
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【質問】 

３．高知県の伊方原発再稼働３条件については、法的拘束力はないことは、

貴職も認めるところであり、国が再稼働を決定し、愛媛県がそれを認めれ

ば、３条件は内実を伴わないこととなると考えるが、その場合、どう対応

するのか。 

【回答】 

  再稼働の判断における自治体の同意については、立地自治体と四国電力

との間の協定に基づくもので、法令等の定めにより付与されたものではあ

りません。現在は、愛媛県と伊方町が四国電力と協定を締結しております

ので、これに基づいて、事実上、同意なしには再稼働できない、というこ

とになっています。 

 また、伊方原発周辺に位置する八幡浜市などは事前協議などについて定

めた覚書を締結しており、このように、距離に応じて強い発言力を持つ形

になっているということは、合理的な姿だと考えています。 

  本県は、四国電力に対して、勉強会を通じて安全対策の徹底を求め、県

民の皆様が持っているような素朴な疑問をどんどんぶつけています。そう

いう質問に答えられないのでは、安全対策が徹底されているとは言えませ

ん。 

  そのプロセスを公開の場で行うことで、多くの皆様にとって納得できる

安全対策が講じられる状況を担保したいと考えています。 

  現在は基準地震動をはじめとする根本的な議論が原子力規制委員会で

行われている最中ですが、本県が四国電力との勉強会において確認した内

容については、いずれ一定の段階で、とりまとめて公表したいと思います。 

  県として、説明内容に納得がいかない場合は、大いに声を上げ、世の中

に問うことで、政府や四国電力に対して抑制力や牽制効果を持つものと考

えます。 

  本県が同意権をもって条件付けできる状況にないのは確かですが、だか

らこそこのような実のある手段を選択しています。 
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【質問】 

４．四国電力に対し、稼働見通しも立たず、経営的にも不安定な原発よりも、

ガスコンバインド発電施設を早期に整備することを求めること。 

【回答】 

ガスコンバインドサイクル発電は、効率が高く、環境負荷も少ないなど

メリットのある発電方式であり、国の新しい基本計画では地球温暖化対策

の観点からもコンバインドサイクル火力発電など天然ガスの高度利用を

進めるとの政策の方向性が示されています。 

四国電力においても、導入のメリットを十分認識し、坂出発電所の１号

機及び２号機をガスコンバインドサイクル発電に更新するなど、国の示す

方向に向かっているものと承知しています。 

  ただ、電力会社としての発電施設全体の設備構成については、今後、国

が示すこととしている最適な電源構成、いわゆる「エネルギーのベストミ

ックス」によるところが大きいと思われます。 

そのため、国は、早急に検討を進め、「エネルギーのベストミックス」

と、そこに至る道筋について明らかにすべきですし、四国電力においては、

これらを踏まえたうえで、経営者として設備投資について熟慮し、判断さ

れるべきものと考えます。
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【質問】 

４．（続き） 

また、四国電力との勉強会は、広く県民に周知した上での公開とし、専門

家が参加するものとすること。 

【回答】 

これまで四国電力との勉強会は、マスコミにも公開して開催しており、

前回の勉強会からは一般傍聴も可能としています。 

また、地震の専門家等の意見も聞き、その内容について勉強会で確認を

行っております。 

あわせて、四国電力に対して、県民の皆様が日頃から心配されている原

発の安全性に対する様々な疑問を率直にぶつけ、規制委員会等で行われて

いる専門的な議論を我々にも納得できるよう、分かりやすく説明するよう

求めており、安全対策の実効性を担保していくためにも今後もこの形を継

続してまいります。
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【質問】

５．原子力災害対策行動計画は、被曝を年１ミリＳｖに抑えることを原則

とした計画とすべきである。また、当面の最低限の到達目標と達成年次

を計画すること。 

避難計画は、ヨウ素剤の全域配布も含め県内全域をカバーするものと

し、避難訓練を実施すること。 

【回答】

＜放射線量の基準について＞

  国際放射線防護委員会（ＩＣＲＰ）が 2007 年に出した勧告の中では、

一般の人が受ける原子力施設からの放射線の量をなるべく低く抑えて管

理しようとするための指標について、平常時は年間１ミリＳｖ以下として

います。ただし、事故などの緊急時は年間 20～100 ミリＳｖ、事故後の復

旧時には年間１～20 ミリＳｖとしています。高知県原子力災害対策行動

計画は、このＩＣＲＰの基準を前提として策定しております。

なお、伊方発電所で事故が発生し、万が一、本県に被害が及んだ場合に

は、福島第一原子力発電所の事故において環境省が定めた除染の長期目標

と同様に、本県でも年間１ミリＳｖ以下に抑える除染の目標が定められ、

事故の規模や状況に応じて、当面の到達目標や達成年次が計画されるもの

だと考えています。

＜高知県原子力災害対策行動計画について＞

国の原子力災害対策指針では、原子力発電所から半径 30ｋｍを原子力災

害対策重点区域とし、原子力災害への対策を講じることとしています。

伊方発電所から最も近い本県の市町までの距離は約 45ｋｍであり、国が

定める重点区域の範囲外にありますが、伊方発電所で事故が発生した場合

に備えて、県民の皆様の生命、身体及び財産を守るために、県や関係機関

が緊急時に実施すべき具体的な行動を定めた高知県原子力災害対策行動

計画を本県独自に策定しております。

国が行ったシミュレーション結果※１等を見ますと、本県においては、国

の指針で示されている避難の基準を超える可能性は低いと考えられます
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が、万一の場合を考えて、行動計画では国の指針に基づき、モニタリング

で測定した空間放射線量率が 500 マイクロＳｖ※２／ｈ（毎時）を超える場

合には避難を実施することなどを具体的に定めています。

※１ 原子力規制委員会は、平成 24 年 10 月、福島第一原子力発電所事故で放出したと

推定される放射性物質が伊方発電所で一度に放出したと仮定して、地形による障害

を設けず放射性物質が拡散しやすい前提でのシミュレーションを行った。その結果、

国際原子力機関（ＩＡＥＡ）の基準で避難が必要とされる線量基準に達した距離は

最大で 21.9ｋｍであった。

※２ １ミリＳｖ＝1,000 マイクロＳｖ

この計画では、避難や一時移転、屋内退避といった防護措置を実施する

範囲は、伊方発電所から半径 50ｋｍの地域（四万十市及び梼原町の一部）

やその近接地を想定していますが、風評被害なども含めて県全体への様々

な影響も考えられることから、対策の対象は県内全域としています。

また、安定ヨウ素剤については、プルーム（気体状等の放射性物質が大

気とともに煙突からの煙のように流れる状態）が本県を通過することを想

定して、愛媛県境に隣接する市町においては、安定ヨウ素剤の備蓄・管理

を検討することとしています。

ただし、プルームは、一般的に移動距離が長くなる場合は拡散により濃

度は低くなる傾向にあることや、放射性ヨウ素の半減期が８日間であるこ

となどを考え、県内全域での備蓄は計画していません。

なお、行動計画の策定を踏まえ、本年度中に、原子力災害対策本部の設

置や関係機関への情報伝達、県中西部におけるモニタリングの実施等を内

容とする「原子力災害対策訓練」を実施することとしています。
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【質問】 

６．県民に対して県方針の説明の場を持つこと。 

【回答】 

原発につきましては、その依存度を徐々に徐々に引き下げていくべきだと

考えておりますが、その過程においては、現実的に利用可能な料金による電

力供給が困難となる恐れがあることから、やむを得ず原発を再稼働せざるを

得ない時期や場面が出てくる可能性を否定することはできません。しかし、

仮にそうなった場合でも、安全対策が万全であることが大前提であると考え

ています。 

 そのため、四国電力に対しては、勉強会などを通じて、南海トラフの巨大

地震による影響なども含めた安全対策について、詳細な説明を求め、徹底し

た安全の確保を行うよう、今後とも強く要請を行ってまいります。 

加えて、勉強会での議論につきましては、しかるべき時期に内容を取りま

とめ、公表させていただきますし、仮に国が再稼働の判断をした場合には、

それまでの積み重ねに立って、本県としての意見を述べさせていただきたい

と考えています。 

こうした県の考え方は、これまで議会質問や定例の記者会見などにおいて

ご説明させていただいておりますが、今後も引き続きこれらのあらゆる機会

を捉えてお示ししていきたいと考えています。


